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Ⅰ. はじめに 

ゲーミング（カジノ）を合法化している各国では、ゲーミング（カジノ）の導入による賭博依存症患者の増大を防止するため、様々な対策

を実施しています。日本においても、賭博依存症は社会的関心事として懸念されています。 

「特定複合観光施設区域整備法案（仮称）～IR実施法案～に関する基本的な考え方（案）」（2013 年 11月 12 日国際観光産業振興議

員連盟（IR議連）公表）より引用 

 賭博依存症患者の増大を防止し、その対策のための機関を創設する 

我が国では、既存の公営賭博等や遊技にも既に同じ社会事象が存在することが知られており、これらをも含む形での国としての

対応を早急に措置することが必要である。制度として賭博行為を認めている以上、一定の社会的セフテイーネットを構築すること

が当然である。このため、公営賭博分野を含めた調査の実施と実態の把握、依存症問題対応のための国の機関を創設し、中長

期的な対応策や短期的対処プログラムの策定、調査研究の奨励、治療やカウンセリング体制具備のための支援を行なうこととし、

その財源にはカジノからの納付金収益の一部をあてるものとする。 

また、先進諸外国で制度化されている賭博依存症の症状にある顧客本人ないしはその家族の要請に基づき、当該顧客をカジノ

に立ち入らせることを禁止する予防措置（自己排除プログラムならびに家族強制排除プログラム）については、導入を積極的に検

討するものとする。 

賭博依存症とは、賭博のために日常生活に問題が生じているにもかかわらず、なかなかそれを止められない状態のことを指し、アルコ

ール依存・ニコチン依存のような「物質依存」に対して、「プロセス依存」と呼ばれています。 



1977 年に世界保健機関（WHO）によって依存症の一つに分類されて以降、国際的に賭博への依存を精神疾患として認識する動きが

広がっています。特にアメリカにおいては、賭博依存症は精神疾患として認知されており、入院治療施設やカウンセリング体制の整備

が進んでいます。一方、日本においては、「自己責任」や「自業自得」のような考え方が根強く、賭博依存症対策が十分に進んでいると

は言い難い状況です。そのため、IR 設置に際しては、既存の取組みを活かしつつ、諸外国を参考にした取組みの導入等、より強固な

セーフティネットの構築が求められます。 

Ⅱ. ネバダ州における賭博依存への取組み 

アメリカやシンガポール等カジノを合法化している国々では、行政機関と民間団体が連携し、教育・啓発、治療・研究、法規制及び予防

体制（社会システム）の整備等の様々な取組みが行なわれています（図表 1 参照）。 

図表 1 ネバダ州における賭博依存症への対応 

 

出典：各種情報よりトーマツグループ IRビジネス・リサーチグループが作成 

ネバダ州では、依存症への対応を行う民間団体が多く、ゲーミングの業界団体や NPO 法人、学術機関等が連携して賭博依存症対策

に取り組んでいます。また、カジノ事業者に対し、法規制上自己排除プログラムの導入が義務付けられていますが、ホットラインの運営

や従業員に対する教育等、独自の対策を行っている場合も多く見られます。 

Ⅲ. シンガポールにおける賭博依存への取組み 



一方、シンガポールにおいても、複数の民間団体や医療機関が連携して賭博依存症対策を実施していますが、ネバダ州に比べ、行政

機関の果たす役割が大きいと言えます（図表 2 参照）。 

図表 2 シンガポールにおける賭博依存症への対応 

 

出典：各対策機関のホームページよりトーマツグループ IRビジネス・リサーチグループが作成 

カジノ新興国であるシンガポールでは、カジノ合法化の閣議決定を行う段階で、カジノ導入により危惧される社会問題に対し専門の行

政機関を設立して対策を講じる旨を発表し、実際に、カジノ合法化が閣議決定された 4 ヵ月後の 2005年 8月に、問題賭博国家協議会

（National Council on Problem Gambling：NCPG ）を設立しました。この団体は、本人が申請する自己排除プログラムだけではなく、

家族又は第三者機関からの申請で登録が可能な家族強制排除プログラムや第三者強制排除プログラムも運営している他、賭博や賭

博依存に関する教育・啓発活動、調査、依存症予防サービス・カウンセリングサービスの実施、ホットラインの設置を行っています。 

 

 

 

 



 

本記事に関して、より詳細な調査資料をご希望の場合は、以下までお問い合わせください。 

IR（統合型リゾート）ビジネス・リサーチグループ 

info-irbg@tohmatsu.co.jp 
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【経歴】 

IRビジネスに係るプロジェクトの業務責任者を複数務め、IRビジネス参入を検討する企業だけでなく、国や地方自治体に対するサポー

トも手がける。IRビジネスに関係の深いエンタテインメント、メディア、不動産、ホテル等でのコンサルティング業務経験を多数有する。

企業の透明化・健全化に関する分野を中心に専門分野は各種規制対応、コーポレートガバナンス、内部統制、内部監査、不正対策、リ

スクマネジメント、コンプライアンス、CSR等。著書に『図解 ひとめでわかる内部統制 第 3 版』（東洋経済新報社）、『図解 ひとめでわ

かるリスクマネジメント 第 2 版』（東洋経済新報社）、『リスクマネジメントのプロセスと実務』（LexisNexis）など多数。 
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